
2026年4月以降の

健康保険の扶養認定

家族を扶養にしたい！

扶養にする家族の収入は

給与収入のみ

給与収入+他の収入で

年収130万円(※)未満である

130万円以上は扶養認定されない

給与明細書や課税(非課税)
証明書等で扶養を判定・確認

Ａ. 給与のみ
Ｂ.他に収入あり

家族は会社から労働条件
通知書（通知書）等をもらっている

通知書等の契約期間は
1年以上か無期となっている

通知書等で残業や賞与が見込まれ、
その支給額が明確になっている

年収が130万円(※)未満である
ことがわかる

｢通知書｣と｢給与収入のみ申立書｣

両方提出し、扶養の判定・確認

残業や賞与を含めた年収が
130万円(※)未満であることがわかる

Ａ. もらっている
Ｂ. もらっていない（手元にない）

Ａ. 1年以上or無期
Ｂ. 1年未満(年収を計算できない)

Ａ. 明確になっている
Ｂ. 明確になっていない

Ａ. わかる
Ｂ. わからない

Ａ．わかる
Ｂ．わからない

Ｂ
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※家族の年齢が60歳以
上または一定の障害者
の場合は180万円、家
族（配偶者を除く）の
年齢が19歳以上23歳
未満の場合は150万円GOAL

Ａ. 130万円未満
Ｂ. 130万円以上

Ｂ

扶養の認定は、年収の他にも細かな基準があります。この
チャートは年収の確認方法について簡素化して書いています。
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